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(57)【要約】
【課題】輝度低下せず視認性に優れたいタッチパネルを
備えた表示装置を提供することを目的とするものである
。
【解決手段】タッチパネル１８を構成する金属パターン
層９０の目に見えないほどに微細な金属パターン９１を
、カラーフィルタ８７のＲＧＢパターン９２と重ならな
い位置に設ける。これにより、金属パターン９１でバッ
クライトユニット８１の発する光をさえぎることが無く
、輝度の低下を回避するとともにタッチパネル機能を実
現する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　区画部によって区画された光出力領域から外部へ向けて出力される光によって画像を表
示する表示装置の前面に配置されるタッチパネルであって、
　導電性部材からなる金属パターンと、前記金属パターンが配置され光透過性の部材から
なる金属パターン層とを備え、
　前記金属パターンは、通常使用状態において正面方向から見た場合に、前記区画部を構
成する区画線に重なる位置に配置されたことを特徴とするタッチパネル。
【請求項２】
　前記金属パターン層はガラス基材からなり、前記金属パターンが前記金属パターン層に
印刷されて設けられたことを特徴とする請求項１記載のタッチパネル。
【請求項３】
　前記金属パターン層はフィルム基材からなり、前記金属パターンが前記金属パターン層
に印刷されて設けられたことを特徴とする請求項１記載のタッチパネル。
【請求項４】
　前記金属パターン層は、操作者が触れた位置を算出するために一方向の座標を検出する
第１の金属パターンが設けられた第１の金属パターン層と、第１の金属パターン層で算出
される方向とは平行でない他方向の座標を検出する第２の金属パターンが設けられた第２
の金属パターン層とからなる請求項１記載のタッチパネル。
【請求項５】
　前記第１の金属パターン層が前記金属パターン層の一方の面に設けられ、前記第２の金
属パターン層が前記金属パターン層の他方の面に設けられたことを特徴とする請求項４記
載のタッチパネル。
【請求項６】
　多点検出をおこなう自己容量方式または相互容量方式のタッチパネルに適用され、前記
金属パターン層は、操作者からのタッチ検出を行なうための信号を印加する信号印加層と
、操作者からのタッチ検出を行なうための信号を検出する信号検出層とを備えることを特
徴とする請求項１記載のタッチパネル。
【請求項７】
前記信号印加層が前記金属パターン層の一方の面に設けられ、前記信号検出層が前記金属
パターン層の他方の面に設けられたことを特徴とする請求項６記載のタッチパネル。
【請求項８】
　区画部によって区画された光出力領域から外部へ向けて出力される光によって画像を表
示する表示装置であって、
　導電性部材からなる金属パターンと、前記金属パターンが配置され光透過性の部材から
なる金属パターン層とを有したタッチパネルを備え、
　前記金属パターンは、通常使用状態において正面方向から見た場合に、前記区画部を構
成する区画線に重なる位置に配置されたことを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　前記金属パターン層はガラス基材からなり、前記金属パターンが前記金属パターン層に
印刷されて設けられたことを特徴とする請求項８記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記金属パターン層ははフィルム基材からなり、前記金属パターンが前記金属パターン
層に印刷されて設けられたことを特徴とする請求項８記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記金属パターン層は、操作者が触れた位置を算出するために一方向の座標を検出する
第１の金属パターンが設けられた第１の金属パターン層と、第１の金属パターン層で算出
される方向とは平行でない他方向の座標を検出する第２の金属パターンが設けられた第２
の金属パターン層とからなることを特徴とする請求項８記載の表示装置。
【請求項１２】
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　前記第１の金属パターンが前記金属パターン層の一方の面に設けられ、前記第２の金属
パターンが前記金属パターン層の他方の面に設けられたことを特徴とする請求項１１記載
の表示装置。
【請求項１３】
　前記タッチパネルは、多点検出をおこなう自己容量方式または相互容量方式のタッチパ
ネルであって、前記金属パターン層は、操作者からのタッチ検出を行なうための信号を印
加する信号印加層と、操作者からのタッチ検出を行なうための信号を検出する信号検出層
とを備えることを特徴とする請求項８記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記信号印加層が前記金属パターン層の一方の面に設けられ、前記信号検出層が前記金
属パターン層の他方の面に設けられたことを特徴とする請求項１３記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記表示装置は、前記区画部によって区画された光出力領域にカラーフィルタが設けら
れたＣＦガラス基板と、前記ＣＦガラス基板を通過した光を偏光する偏光板とを備えた液
晶表示装置であり、前記タッチパネルがＣＦガラス基板と偏光板との間に配置されたこと
を特徴とする請求項８記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所望の画像や映像を表示する画像表示部の前面に配置され、接触操作により
、所定の入力を行うためのタッチパネル及びこのタッチパネルを配した表示装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルを備えた表示装置は、車載ディスプレイ装置や、ＰＮＤやポータブルマル
チメディアプレーヤーなどのモバイル機器等に広く用いられ、液晶ディスプレイや有機Ｅ
Ｌディスプレイ等の画像表示部の前面に配置し、その表面を触れることによって、この触
れた部分が対応する情報を信号にして入力することができるようになっている。
【０００３】
　タッチパネルとしては、操作者の指の接触による静電容量の変化を検出する静電容量方
式タッチパネルが広く用いられている。
【０００４】
　また、タッチパネルに用いられる透明電導膜は、一般に、錫を添加した酸化インジウム
の皮膜（ＩＴＯ膜）で構成されていが、原料の資源枯渇が問題となっており、代替材料が
求められている。
【０００５】
　ＩＴＯ膜の代替として、透明基材上に肉眼では見えないほど十分に微細な金属パターン
を形成したものが知られている。
【０００６】
　従来、自発的に得られる又は印刷技術の結果として得られる秩序的又は無秩序的なパタ
ーンにあって導電性及び／または透明性を有するナノ粉末により、基材を皮膜する方法が
知られている（例えば特許文献１）。
【０００７】
　あるいは、外観に優れた透明導電膜を簡単な工程で製造できる方法として、有機溶剤相
中に導電性粒子を含むＷ／Ｏ型エマルジョンからなる塗布液を、基材上に塗布し、乾燥さ
せる第１の工程と、加熱処理により、前記基材上の導電性粒子を焼結させる第２の工程と
、焼結した導電性粒子と硫黄または硫黄化合物とを反応させる第３の工程を有する方法が
知られている（例えば特許文献２参照）。
【０００８】
　また、液晶パネルの上に外付けのタッチパネルを乗せた従来の一般的な形式以外にディ
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スプレイパネルにタッチパネル機能を内蔵した、内蔵型タッチ・パネル技術が知られてい
る（例えば非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特表２００５－５３０００５号公報
【特許文献２】特開２００８－４１４４５号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】浅見直樹発行「タッチ・パネル最前線」日経ＢＰ社、２０１０年９月１
０日初版発行、Ｐ．１１６－１２５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来のタッチパネルを備えた表示装置においては、ＩＴＯ膜の代替とし
て、透明基材上に肉眼では見えないほど十分に微細な金属パターンを形成したものを用い
た場合、金属パターンが表示面上の光出力領域（カラーフィルタのカラーパターンが存在
する領域など）を覆うことにより、画像表示部の透過率が低下し、視認性が低下するとい
う課題があった。
【００１２】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、ＩＴＯ膜の代替として、肉眼
では見えないほど十分に微細な金属パターンを用いて、輝度の低下を生じず、視認性を確
保することができる、タッチパネルおよびタッチパネルを備えた表示装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために本発明は、タッチパネルが、区画部によって区画された光出
力領域から外部へ向けて出力される光によって画像を表示する表示装置の前面に配置され
るタッチパネルであって、導電性部材からなる金属パターンと、前記金属パターンが配置
され光透過性の部材からなる金属パターン層とを備え、前記金属パターンは、通常使用状
態において正面方向から見た場合に、前記区画部（を構成する区画線）に重なる位置に配
置された構成および表示装置がこのタッチパネルを備えた構成を有している。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、従来どおりのタッチパネルの機能を実現しつつ、画像表示部からの光
の透過率が金属パターン層により低下することを回避して視認性を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１におけるタッチパネルを備えた表示装置を含む車載装置の
ブロック図
【図２】本発明の実施の形態１における簡略的な構造図
【図３】本発明の実施の形態１における画像表示部と金属パターンの位置関係を示す図
【図４】本発明の実施の形態１における画像表示部と金属パターンの位置関係の他の例を
示す図であって、（ａ）はカラーパターンのそれぞれを囲む四角形を形成して金属パター
ンが配置された例を示す図（ｂ）は１画素に対応するＲＧＢパターンを取り囲んで形成さ
れる六角形が複数連なった例を示す図（ｃ）はカラーパターンのそれぞれを囲む六角形を
形成して金属パターンが配置された例を示す図（ｄ）はカラーパターンの任意の隣設する
複数のパターンが一つの四角形によって囲まれる例を示す図
【図５】本発明の実施の形態１における金属パターン層をタッチパネル基材に形成した場
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合の簡略的な構造図
【図６】本発明の実施の形態２における簡略的な構造図
【図７】本発明の実施の形態２における金属パターンの例を示す図
【図８】本発明の実施の形態２における金属パターン層をタッチパネル基材に形成した場
合の簡略的な構造図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１におけるタッチパネルおよびタッチパネルを備えた表示装
置について、図面を用いて説明する。
【００１７】
　ただし、以下の説明ではタッチパネルを備えた表示装置として車載用のナビゲーション
装置を例示して説明するため、このタッチパネルを備えた表示装置を含む車載用ナビゲー
ション装置を単に「車載装置」として説明する。
【００１８】
　図１は本発明の実施の形態１におけるタッチパネルを備えた表示装置を含む車載装置の
ブロック図である。
【００１９】
　本実施の形態１における車載装置は、経路案内などを行うナビゲーション機能や、たと
えばＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）などの記録媒体に記録された音響映像の再生を
行うオーディオビジュアル再生機能などを備える。
【００２０】
　図１において、車載装置１０は、記憶部１１、外部入力部１２、スピーカ１３、画像表
示部１７、タッチパネル１８、制御部２０、ＤＶＤ／ＣＤドライブ２２、ＧＰＳ受信機２
３、車速センサ２４、ジャイロ２５を備えている。
【００２１】
　ただし、ＤＶＤ／ＣＤドライブ２２、ＧＰＳ受信機２３、車速センサ２４、ジャイロ２
５、スピーカ１３は、それぞれ車載装置１０の内部に一体に設けられている必要はなく、
それぞれと車載装置１０とが電気的に接続取り外し可能な構成としても良い。また、画像
表示部１７とタッチパネル１８は、構造的に一体の構成としても良い。
【００２２】
　記憶部１１は、ＨＤＤやＳＤカード、車載装置内部のプリント基板上に実装されたフラ
ッシュメモリーなどのデータ記憶装置であり、単一種類のものを用いてもよく、複数種類
の併用でも良い。
【００２３】
　記憶部１１には、画像表示部１７に表示するアイコンサイズ（アイコンの大きさ、ある
いはアイコンの表示領域）やアイコンレイアウト、車載装置１０の動作を制御するために
必要な基本プログラム、さらに、画像表示の制御のためのプログラムや、ナビゲーション
機能の実行、あるいはオーディオビジュアル再生機能の実行に用いられるアプリケーショ
ンソフトや、ナビゲーションのための地図に関するデータベースや、電話番号などのデー
タベースなど、各種プログラムおよび各種データベースが格納される。
【００２４】
　また、記憶部１１には、一般的な記憶部と同様に、各種プログラムや各種データ等を展
開する領域、画像が展開される領域などが設けられている。
【００２５】
　外部入力部１２は車載装置１０に接続可能な外部機器から出力された信号を入力するた
めに設けられていて、例えばＤＶＤやＣＤなどのメディアを再生して得られる映像信号や
音声信号、あるいは、デジタルテレビなどからの映像信号や音声信号を入力することがで
きる。
【００２６】
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　スピーカ１３は、車載装置１０への操作を車載装置１０が受け付けたことを操作者へ伝
えるための効果音や、外部機器から外部入力部１２に入力された音声や、車載装置１０に
内蔵されている例えばＤＶＤ／ＣＤドライブ２２で再生された音声や音楽などを出力する
ために設けられている。
【００２７】
　画像表示部１７は、記憶部１１に記憶された、オープニング画面やメニュー画面、外部
機器から外部入力部１２に入力された映像や静止画などの各データを表示するためなどに
設けられており、本実施の形態１では一般的な液晶ディスプレイが用いられている。
【００２８】
　すなわち、画像表示部１７とは、偏光フィルタや液晶やガラス基板やカラーフィルタな
どを含む液晶パネルと、冷陰極管あるいはＬＥＤ及び導光板などの液晶パネルの光源に用
いられるバックライトユニットと、画像表示のための各種信号を制御するＩＣなどの電子
部品と、液晶やバックライトユニットや電子部品を駆動するための電源ユニットが含まれ
て構成される。ただしこの場合、電源ユニットは画像表示部１７と別体に設けられても良
い。
【００２９】
　タッチパネル１８は、画像表示部１７の内部または表面に設けられ、金属パターンを用
いた導電層を有しており、車載装置１０への入力操作は、操作者が画像表示部１７に表示
された該当箇所（アイコン表示の場合は画像表示部に表示されているアイコンの位置、地
図表示の場合は、画像表示部に表示されている任意の場所など）に接触操作する（所定の
速さで接触あるいは近接させる）ことによって生じた静電容量の変化量の情報と、操作さ
れた位置の情報とが制御部２０へ出力されることで行われる。
【００３０】
　制御部２０は、マイクロプロセッサおよびマイクロプロセッサを動作させるための電気
回路を含み、記憶部１１に記憶された制御プログラムを実行して、各種の制御処理を行う
。また制御部２０は制御部２０が制御処理した結果得られた画像データを画像表示部１７
に表示するよう制御処理を行う。
【００３１】
　また、制御部２０はさらに、タッチパネル１８から信号を取得し、この信号に基づいて
操作者の画像表示部に接触した位置を算出し、算出した位置の情報を記憶部１１に記憶さ
れている画像表示部が接触された位置に割り当てられた情報と照合する。そして操作者の
指が接触した位置に表示されたアイコンやメニューやスイッチなどに定義されている機能
を実行する。
【００３２】
　また制御部２０に用いるマイクロプロセッサは一つでも良いし、ＤＶＤ再生やオーディ
オ再生など機能ごとに複数のマイクロプロセッサを用いても良い。
【００３３】
　ＤＶＤ／ＣＤドライブ２２は、音声ソース（または音声データ）や映像ソース（または
映像データ）が保存されたディスクを再生するために設けられている。
【００３４】
　ＧＰＳ受信機２３は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信するために設けられている。
【００３５】
　車速センサ２４は、車輌からの車速信号を受信し、車輌の移動速度を判別するために設
けられている。
【００３６】
　ジャイロ２５は、車輌の回転量や上下方向の変化量や加速度を検出するために設けられ
ている。
【００３７】
　以上のように構成された車載装置１０について、図２乃至図５を用いて、そのタッチパ
ネルおよび表示部の詳細を説明する。
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【００３８】
　本実施の形態１において、タッチパネル１８は静電容量式タッチパネルであり、導電層
である金属パターン層が１層である表面型静電容量式タッチパネルである。
【００３９】
　図２は本実施の形態１における画像表示部１７とタッチパネル１８の構造を説明するた
めの簡略的な構造図である。
【００４０】
　車載装置１０が通常使用されると想定される設置状態（通常使用状態）において操作者
が車載装置１０を正面方向から見た場合、画像表示部１７は操作者の視点から遠い順に、
バックライトユニット８１、第一の偏光フィルタ８２、ＴＦＴガラス基板８３、第一の透
明電極８４、液晶８５、第二の透明電極８６、カラーフィルタ８７、ＣＦガラス基板８８
、第二の偏光フィルタ８９、が配置された構成である。
【００４１】
　本実施の形態において、タッチパネル１８は金属パターン層９０を備え、金属パターン
層９０と金属パターン層９０に隣接する材質とを絶縁するための絶縁層または絶縁コーテ
ィング（図示しない）で構成されている。
【００４２】
　金属パターン層９０は、後述するとおり、画像表示部１７のＣＦガラス基板８８にフォ
トエッチングにて均等に配列される金属パターンからなり、ＣＦガラス基板８８と第二の
偏光フィルタ８９の間に配置される。
【００４３】
　ただし、金属パターンは導電性の部材からなるものであり、Ａｇワイヤや、アルミやタ
ンタルやモリブデンなどの合金や、Ａｇワイヤ・インクや、カーボンナノチューブなどが
用いられる。
【００４４】
　なお、上述の「均等」とは、操作者の接触操作を検出するためのスリットを金属パター
ン上に形成する前の状態において、単位面積当たりの金属パターンの抵抗値が略同一であ
ることを指す。
【００４５】
　タッチパネル１８は、金属パターン層９０の４箇所の電極から矩形波や正弦波などのパ
ルス状の電流を流して、第二の偏光フィルタ８９に操作者が指で触れることにより金属パ
ターン層９０と操作者の指と金属パターン層９０との間に静電容量が形成され、操作者が
触れた位置により異なる電流値の変動を検知することで操作者が触れた位置を算出してい
る。
【００４６】
　本実施の形態においても、表面型静電容量式タッチパネルの一般的な技術を適用するこ
とで実現可能であるため、その詳細を省略する。
本実施の形態において、画像表示部１７に液晶ディスプレイが用いられるが、操作者（あ
るいは視聴者）は、バックライトユニット８１が装置の外部へ向けて発する光を、第一の
偏光フィルタ８２、ＴＦＴガラス基板８３、第一の透明電極８４、液晶８５、第二の透明
電極８６、カラーフィルタ８７、ＣＦガラス基板８８、金属パターン層９０、第二の偏光
フィルタ８９を通過したものを画像や映像として見ることとなる。
【００４７】
　すなわち、タッチパネル１８が画像表示部１７の操作者（あるいは視聴者）の前面側に
設けられることによって、金属パターン層９０の金属パターンが映像や画像を形成するた
めの光が放出されている領域（光出力領域）さえぎられないことが装置として望ましい。
したがって、本実施の形態においては、以下に説明する構成を採る。
【００４８】
　図３は本実施の形態１における画像表示部１７と金属パターン層９０の金属パターン９
１の位置関係を説明するための簡略図であり、操作者の視線、すなわち画像表示部１７か
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ら垂直の方向から見た図である（操作者の視線方向と表示面とが垂直）。
【００４９】
　本実施の形態における画像表示部１７は、光の透過を画素ごとに制御し、カラーフィル
タ８７を用いて色を表現する。
【００５０】
　カラーフィルタ８７には、複数のＲＧＢパターン９２が配列されており、１つのＲＧＢ
パターン９２は、３種類のカラーパターンである、赤、緑、青それぞれの色のＲパターン
９２ａ、Ｇパターン９２ｂ、Ｂパターン９２ｃから成る。また、この１つのＲＧＢパター
ンに１つの画素が対応している。
【００５１】
　ただし、本実施の形態においては、カラーフィルタ８７が備えるカラーパターンを３つ
としているが、このほかに、例えば黄色のカラーパターン（Ｙパターン）などを加えた４
つのカラーパターンを備えたものが用いられてもよく、さらに多くのあるいは少ない種類
のカラーパターンを備えたものが用いられるようにしても良い。
【００５２】
　さらに、カラーフィルタ８７には、Ｒパターン９２ａ、Ｇパターン９２ｂ、Ｂパターン
９２ｃのそれぞれの領域を仕切り（区画し）、なおかつ複数のＲＧＢパターンを仕切る（
区画する）、ブラックマトリックス９３が設けられている。
【００５３】
　ブラックマトリックス９３は、ＲＧＢの色の混色を解消し画像をくっきりさせるための
ものであり、ＲＧＢの間に設けられ遮光膜の役割をもつものであるため、バックライトユ
ニット８１が発する光を積極的に透過させないものである。
【００５４】
　本実施の形態においては、このブラックマトリックス９３に重なる位置にのみ金属パタ
ーン９１が配置される。より詳細には、金属パターン９１は、ブラックマトリックス９３
を構成する直線部分（区画線）と重なる位置にのみ配置される。
【００５５】
　換言すると、操作者（視聴者）が画像表示部１７の表示面に対して垂直の方向から画像
表示部１７を見た状態において、金属パターン９１はブラックマトリックス９３の手前側
においてブラックマトリックス９３に重なって配置される。
【００５６】
　あるいは、金属パターン９１はＲＧＢパターン９２と重ならないように配置されている
と言い換えることができる。
【００５７】
　このように構成されることによって、バックライトユニット８１から発せられて、カラ
ーフィルタ８７のＲＧＢパターン９２を通過した光が、金属パターン層９０の金属パター
ン９１がさえぎることは無く、従来どおりのタッチパネル機能を実現しつつ、高い視認性
が確保できる。
【００５８】
　以上のように本実施の形態によれば、カラーフィルタのＲＧＢパターンと重ならないよ
うに金属パターンをＣＦガラス基材に形成することにより、透過率の低下を防ぎ視認性を
確保したまま、タッチパネル機能を実現できる。
【００５９】
　なお、本実施の形態においては、画像表示部１７に液晶ディスプレイが用いられている
ため、ブラックマトリックス９３が区画部として機能し（ブラックマトリックス９３を構
成する）、ブラックマトリックス９３が区画する領域である光出力領域にカラーパターン
が設けられている。
【００６０】
　例えば、画像表示部１７に有機ＥＬディスプレイが用いられる場合は、隣設する有機Ｅ
Ｌ素子の間に設けられたセパレータを区画部として用いる、あるいは、画像表示部１７に
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プラズマディスプレイが用いられる場合は隣接する蛍光体の間に設けられた隔壁を区画部
として用いることで、種々の表示装置に適用することができる。
【００６１】
　ただし、金属パターン９１は、必ずしもブラックマトリックス９３の全てに重なるよう
に設けられている必要は無く、また、図３を用いて説明した金属パターン９１が金属パタ
ーン層９０に形成する形状は、１画素に対応するＲＧＢパターン９２を取り囲む四角形が
複数連なる格子状のものであったが、これ以外にも、図４を用いて以下に説明するとおり
、多種多様なものが採用され得る。
【００６２】
　図４は、本発明の実施の形態１における画像表示部と金属パターンの位置関係の他の例
を示す図であって、操作者の視線、すなわち画像表示部１７から垂直の方向から見た図で
ある（操作者の視線方向と表示面とが垂直）。
【００６３】
　図４（ａ）に示す例は、カラーフィルタ８７上に設けられたＲパターン９２ａ、Ｇパタ
ーン９２ｂ、Ｂパターン９２ｃのそれぞれを囲む四角形を形成して金属パターン９１が配
置された例である。
【００６４】
　図４（ｂ）に示す例は、１画素に対応するＲＧＢパターン９２を取り囲んで形成される
六角形が複数連なった形状のものである。
この場合、正面視左右に隣設するＲＧＢパターンを仕切るブラックマトリックスの幅より
も、正面視上下に隣設するＲＧＢパターンを仕切るブラックマトリックスの幅のほうが広
いため、六角形の上下の頂点と隣設する他の六角形の頂点とを直線的に結んだ形状として
いるが、六角形の上下の頂点と隣設する他の六角形の頂点とを共通にする形状としてもよ
い。更に、六角形は八角形でもその他の多角形であってもよい。
【００６５】
　図４（ｃ）に示す例は、カラーフィルタ８７上に設けられたＲパターン９２ａ、Ｇパタ
ーン９２ｂ、Ｂパターン９２ｃのそれぞれを囲む六角形を形成して金属パターン９１が配
置された例である。
【００６６】
　この場合も、正面視上下に存在する複数の六角形の金属パターンそれぞれの接続関係は
、図４（ｂ）で示された例のように、直線で接続されていても、頂点が共通する状態で接
続されていてもよく、形状も六角形以外の多角形が用いられてもよい。
【００６７】
　図４（ｄ）に示す例は、カラーフィルタ８７上に設けられた複数のＲパターン９２ａ、
Ｇパターン９２ｂ、Ｂパターン９２ｃのうち、任意の隣設する複数のパターンが一つの四
角形によって囲まれている形状である。
【００６８】
　図４（ｄ）に示す例では、複数のＲパターン９２ａ、Ｇパターン９２ｂ、Ｂパターン９
２ｃのうち、任意の３つのパターンが囲まれている例を示しているが、任意の２つが囲ま
れている形状としてもよいし、囲まれえるＲパターン、Ｇパターン、Ｂパターンの数が１
枚の金属パターン層９０において一定でなくても良い。
【００６９】
　さらに、正面視縦方向に延びる金属パターン９１が、金属パターン層において一直線に
ならずに、ランダムに配置されていてもよい。
【００７０】
　ただし、上述の説明で「隣設」とは、互いに隣り合って設けられた、あるいは互いに隣
り合って配置された状態を示す。
【００７１】
　なお、図３および図４（ｂ）、図４（ｄ）を用いて説明した金属パターン９１の形状に
関し、１画素相当数のカラーパターンを囲む金属パターン９１の形状としたのは、１つの
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カラーパターンだけを囲むだけのものよりも、金属パターン９１およびブラックマトリッ
クス９３の相互の位置決めをする場合に、製造上その精度を出しやすいためである。
【００７２】
　また、金属パターン９１が形成する最小の領域は、操作者の指と画像表示部１７の表面
との接触面積よりも大きくならない程度であれば、金属パターン９１の形状は、上述のも
の以外に４つ以上のカラーパターンを一つのまとまりとして囲むものであってもよい。
【００７３】
　上述のとおり、図４を用いて金属パターン９１の形状を上述のごとく示したが、画像表
示部１７の製造過程において、金属パターン９１のこれらの形状を全体的に、あるいは部
分的に、適宜採用することによって、以下のことが可能となる。
【００７４】
　すなわち、金属パターン層９０とその周辺の第二の透明電極８６や、車載装置１０の構
造部品などとの間に発生する寄生容量や、金属パターン層９０の面抵抗値を所望の値に調
整することが容易にでき、画像表示部１７や構造部品などの構造に応じて操作者が使いや
すい反応性（操作性）のタッチパネルの設計が可能になる。
【００７５】
　なお、金属パターン層９０は、金属パターン９１をフォトエッチングして形成するもの
としたが、金属パターン層９０は、ＣＦガラス基板８８以外のタッチパネル基材９４に構
成されてもよく、その場合は、画像表示部１７とタッチパネル１８を分離することができ
、他の画像表示部１７に流用することができるので、大きな製造設備の変更が不要である
。
【００７６】
　図５を用いて、金属パターン層９０をＣＦガラス基板８８以外のタッチパネル基材９４
に形成した場合の構造を説明する。
【００７７】
　画像表示部１７は操作者の視点から遠い順に、バックライトユニット８１、第一の偏光
フィルタ８２、ＴＦＴガラス基板８３、第一の透明電極８４、液晶８５、第二の透明電極
８６、カラーフィルタ８７、ＣＦガラス基板８８、第二の偏光フィルタ８９、と配置され
ている。
【００７８】
　タッチパネル１８はフィルムやガラスなどのタッチパネル基材９４、タッチパネル基材
９４にフォトエッチングなどにより形成された金属パターン層９０、金属パターン層９０
を保護するためのオーバーレイ９５で構成されている。
【００７９】
　以上説明したとおり、図３、図４で示したように画像表示部１７とタッチパネル１８の
位置を調整することにより、視認性を確保したまま、タッチパネルの機能が実現できる。
さらに、画像表示部１７からの光の透過率が低下することを回避できるので、画像表示部
のバックライトの発光量を低減しても視認性が確保でき、表示装置の消費電力を削減する
ことができる。
【００８０】
　なお、上記実施の形態の説明においては、液晶ディスプレイをもちいた例を説明したが
、画像表示部１７として有機ＥＬ（Electro Luminescence）ディスプレイや有機ＥＬディ
スプレイを用いた装置についても、同様に適用することができる。
（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２における車載装置１０について図面を参照しながら説明す
る。
【００８１】
　本実施の形態において、実施の形態１と同様の構成については同一の符号を付し、その
詳細な説明は省略する。
【００８２】
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　実施の形態２と実施の形態１との相違点は、タッチパネルが第一の金属パターン層と第
二の金属パターン層との２つの金属パターン層を含んで構成されていることであり、すな
わち、指先の多点検出が可能な投影型の静電容量方式のタッチパネルに適用できることに
ある。
【００８３】
　図６は本実施の形態２における画像表示部１７とタッチパネル１８の構造を説明するた
めの簡略的な構造図である。
【００８４】
　画像表示部１７は操作者の視点から遠い順に、バックライトユニット８１、第一の偏光
フィルタ８２、ＴＦＴガラス基板８３、第一の透明電極８４、液晶８５、第二の透明電極
８６、カラーフィルタ８７、ＣＦガラス基板８８、第二の偏光フィルタ８９、と配置され
ている。
【００８５】
　タッチパネル１８は、第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７と隣接す
る材質との絶縁のための絶縁層または絶縁コーティング（図示しない）で構成されており
、画像表示部１７のＣＦガラス基板８８にフォトエッチングにて作成され、ＣＦガラス基
板８８と第二の偏光フィルタ８９の間に構成されている。
【００８６】
　図７は第一の金属パターン層９６を構成する金属パターン９１とスリット９８の説明を
するための図である。
【００８７】
　第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７は、肉眼では見えないほどの十
分に微細な金属パターン９１で構成されている。
【００８８】
　金属パターン９１は、肉眼では見えないほどの十分に微細なスリット９８によって分割
されている。
【００８９】
　タッチパネル１８は、第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７で構成さ
れており、操作者が第二の偏光フィルタ８９をふれることによる第一の金属パターン層９
６や第二の金属パターン層９７との静電容量の変化を検出し、操作者が触れた座標を算出
しているが、投影型静電容量式タッチパネルの一般的な技術を適用することで実現可能な
ため、その詳細を省略する。
【００９０】
　本実施の形態２における画像表示部１７と第一の金属パターン層９６と第二の金属パタ
ーン層９７の金属パターン９１との位置関係は、図３乃至図４にて説明した実施の形態１
と同様であるので、説明を省略する。
【００９１】
　以上のように本実施の形態によれば、カラーフィルタのＲＧＢパターンと重ならないよ
うに２層の金属パターンをＣＦガラス基材に形成することにより、透過率の低下を防ぎ視
認性を確保しつつ、投影型静電容量式タッチパネルの機能を実現できる。
【００９２】
　なお、第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７は、タッチパネル基材９
４に構成されてもよく、タッチパネル基材９４に金属パターンを形成した場合は、画像表
示部１７とタッチパネル１８を分離することができ、一般的な画像表示部１７を使用する
ことができ、大きな製造設備の変更が不要である。
【００９３】
　図８を用いて、第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７をタッチパネル
基材９４に形成した場合の構造を説明する。
【００９４】
　画像表示部１７は操作者の視点から遠い順に、バックライトユニット８１、第一の偏光
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フィルタ８２、ＴＦＴガラス基板８３、第一の透明電極８４、液晶８５、第二の透明電極
８６、カラーフィルタ８７、ＣＦガラス基板８８、第二の偏光フィルタ８９、と配置され
ている。
【００９５】
　タッチパネル１８はフィルムやガラスなどのタッチパネル基材９４、タッチパネル基材
９４にフォトエッチングなどにより形成された第一の金属パターン層９６と第二の金属パ
ターン層９７、金属パターン層を保護するためのオーバーレイ９５で構成されている。
【００９６】
　第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７を構成する金属パターン９１は
、図３、図４で示したように画像表示部１７とタッチパネル１８の位置を超背することに
より、視認性を確保したまま、タッチパネルの機能が実現できる。
【００９７】
　なお、第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７をタッチパネル基材９４
の異なる面に形成しても良く、この場合、第一の金属パターン層９６と第二の金属パター
ン層９７の間を電気的に絶縁する絶縁層が不要になり、簡単な工程で作成できる。
【００９８】
　さらには、第一の金属パターン層９６と第二の金属パターン層９７の位置関係は任意で
もよく、この場合、画像表示部１７の製造過程で最適な工程で金属パターン層を作成でき
、製造上の自由度が高まる。また、この場合、第二の透明電極８６や車載装置１０の構造
部品などによるノイズや静電容量への影響の少ない構造をとることができ、多様な機器に
適用できるようになる。
【００９９】
　また、実施の形態１と同様に、画像表示部１７からの光の透過率が低下することを回避
できるため表示装置の消費電力を削減することができるが、本実施の形態のように、複数
の金属パターン層を設けているにもかかわらず透過率を低下させる要因が無いので、多点
検出を行なうような、複数の金属パターン層を必要とするタッチパネルに適用することは
非常に有用である。
【０１００】
　なお、本実施の形態においても実施の形態１同様に、画像表示部１７として有機ＥＬ（
Electro Luminescence）を利用したディスプレイを適用することができる。
【０１０１】
　以上説明した本発明に係る実施形態の種々の態様として、以下のものが含まれる。
すなわち、区画部によって区画された光出力領域から外部へ向けて出力される光によって
画像を表示する表示装置の前面に配置されるタッチパネルであって、導電性部材からなる
金属パターンと、前記金属パターンが配置され光透過性の部材からなる金属パターン層と
を備え、前記金属パターンは、通常使用状態において正面方向から見た場合に、前記区画
部を構成する区画線に重なる位置にのみ配置されたタッチパネルが含まれる。
【０１０２】
　ここで、「画像」とは、記憶部１１に記憶された地図や静止画のみならず、ＤＶＤ／Ｃ
Ｄドライブ２２で再生される動画や、外部入力部１２から入力されるデジタルテレビなど
の「映像」も含まれる。
【０１０３】
　この構成により、透過率の低下を防ぎ視認性を充分確保した状態でタッチパネル機能を
実現できる。
【０１０４】
　また、前記金属パターン層はガラス基材からなり、前記金属パターンが前記金属パター
ン層に印刷されて設けられたタッチパネルも含まれる。
【０１０５】
　この構成により従来どおりのカラーフィルターの製造工程や、画像表示部のＴＦＴの製
造工程が利用でき、あらたに大規模な製造工程を追加（あるいは変更）する必要が無い。
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ここで、印刷とは、フォトエッチングがその代表例であるが、インクジェット法によるも
のでもよい。
【０１０６】
　インクジェット法の場合、フォトエッチングの工程のような大規模な製造工程の追加が
不要であり、低コストで微細な金属パターンを形成できる。
【０１０７】
　さらに、前記金属パターン層ははフィルム基材からなり、前記金属パターンが前記金属
パターン層に印刷されて設けられたタッチパネルが含まれる。
【０１０８】
　この構成により、持ち運び可能な機器（モバイル機器あるいはポータブル機器）も適用
することが可能な軽量なタッチパネルや、車輌内部の造詣の曲面面に合わせた曲面タッチ
パネルに使用することができる。
【０１０９】
　さらに、前記金属パターン層は、一様な金属パターンがスリットにより分割され、操作
者がタッチパネルに触れた位置を算出する際に、ある一方向の座標を検出して、操作者が
触れた位置を制御部２０に算出させるための第１の金属パターン層と、一様な金属パター
ンがスリットにより分割され、操作者がタッチパネルに触れた位置を算出する際に、第１
の金属パターン層で算出される方向とは平行でない方向の座標を検出して、操作者が触れ
た位置を制御部２０に算出させるための第２の金属パターンとからなるタッチパネルも含
まれる。
【０１１０】
　この構成により、多点検出を行うような複数層の金属パターンを必要とするタッチパネ
ルに適用することができる。
【０１１１】
　また、上記タッチパネルとして、多点検出をおこなう自己容量方式または相互容量方式
のタッチパネルに適用し、前記金属パターン層は、一様な金属パターンがスリットにより
分割され、操作者からのタッチ検出を行なうための信号を印加する信号印加層と、操作者
からのタッチ検出を行なうための信号を検出する信号検出層とを備える構成としても良い
。
【０１１２】
　この構成により、多点検出をおこなう自己容量方式や相互容量方式のタッチパネルに適
用することができる。
【０１１３】
　さらに、前記第１の金属パターンが前記金属パターン層の一方の面に設けられ、前記第
２の金属パターンが前記金属パターン層の他方の面に設けられたことを特徴とするタッチ
パネルが含まれる。
【０１１４】
　この構成により、第一の金属パターンと第二の金属パターンとの間の絶縁が不要となり
製造工程を簡略化することができるとともに、軽く薄いタッチパネルが実現できる。
【０１１５】
　そして、本実施の形態における技術を以下に示す構成として表示装置に適用することが
できる。
【０１１６】
　すなわち、表示装置を構成する複数の層のうち、所定の隣接する２つの層の間に上記タ
ッチパネルを設けた構成に適用できる。
【０１１７】
　この構成により、操作者の指と金属パターン層との間に形成される静電容量の検出が容
易な構成をとることができ、さまざまな構成のタッチパネルに適用できる。
【０１１８】
　さらに、上記表示装置は、前記区画部によって区画された光出力領域にカラーフィルタ
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備えた液晶表示装置であり、前記タッチパネル（金属パターン層）がＣＦガラス基板と偏
光板との間に配置された構成に適用することができる。
【０１１９】
　この構成により、カラーフィルター製造工程にて金属パターン層を形成でき、かつ金属
パターン層を覆うようなオーバーレイが不要となるため、製造工程やオーバーレイなどの
部材の追加が不要になり、軽く薄いタッチパネルが実現できる。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明のタッチパネルを備えた表示装置は、画像表示部の視認性を確保したままタッチ
パネルを構成することができるため、タッチパネルが使用されるカーナビゲーションや車
載ディスプレイ装置などの車載装置や、ＰＮＤやポータブルマルチメディアプレーヤーな
どのモバイル機器等に有用である。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０　車載装置
　１１　記憶部
　１２　外部入力部
　１３　スピーカ
　１７　画像表示部
　１８　タッチパネル
　２０　制御部
　２２　ＤＶＤ／ＣＤドライブ
　２３　ＧＰＳ受信機
　２４　車速センサ
　２５　ジャイロ
　８１　バックライトユニット
　８２　第一の偏光フィルタ
　８３　ＴＦＴガラス基板
　８４　第一の透明電極
　８５　液晶
　８６　第二の透明電極
　８７　カラーフィルタ
　８８　ＣＦガラス基板
　８９　第二の偏光フィルタ
　９０　金属パターン層
　９２　ＲＧＢパターン
　９３　ブラックマトリックス
　９４　タッチパネル基材
　９５　オーバーレイ
　９６　第一の金属パターン層
　９７　第二の金属パターン層
　９８　スリット
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